
 第４４号議案 

 

 

亀岡市消防団条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

 亀岡市消防団条例（昭和３０年亀岡市条例第４９号）の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   令和４年２月２１日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市消防団条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市消防団条例（昭和３０年亀岡市条例第４９号）の一部を次

のように改正する。 

 

 別表中 

「 

出動１回につき ２，０００円 

                             」 

を 
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「 

出動１日につき 災害出動 ２時間以下       ２，０００円 

  ２時間を超え３時間以下 ３，０００円 

  ３時間を超え４時間以下 ４，０００円 

  ４時間を超え５時間以下 ５，０００円 

  ５時間を超え６時間以下 ６，０００円 

  ６時間を超え７時間以下 ７，０００円 

  ７時間を超える場合   ８，０００円 

 訓練出動 ２時間以下       ２，０００円 

  ２時間を超え３時間以下 ３，０００円 

  ３時間を超える場合   ４，０００円 

                             」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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亀岡市消防団条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 消防団員の処遇を改善し団員を確保するため、出動報酬を次の

ように改めること。 

 

改正前 出動１回につき              ２，０００円 

改正後 

出動１日につき 災害出動 ２時間以下       ２，０００円 

  ２時間を超え３時間以下 ３，０００円 

  ３時間を超え４時間以下 ４，０００円 

  ４時間を超え５時間以下 ５，０００円 

  ５時間を超え６時間以下 ６，０００円 

  ６時間を超え７時間以下 ７，０００円 

  ７時間を超える場合   ８，０００円 

 訓練出動 ２時間以下       ２，０００円 

  ２時間を超え３時間以下 ３，０００円 

  ３時間を超える場合   ４，０００円 

 

２ この条例は、令和４年４月１日から施行すること。 
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